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ご不明な点がございましたら、ヒューマン･プライムまでお問い合わせください。 ℡.03-5695-7700

労働基準法の改正内容
働き方改革関連法の中でも目玉となるのは、労働基準法の改正です。70 年前に制定された労働基
準法の初めての大改正となります。特に長時間労働への規制を厳しくする意向が大きく反映され
ています。今まで告示というかたちで時間外労働の規制が行われていましたが､これが法律に格上
げになりますので､罰則も厳しいものになってきます。

●残業時間の上限は、原則として
　月 45 時間、
　年 360 時間
　月 45 時間は､1 日当たり
　2 時間程度の残業に相当。
　臨時的に特別な事情がない限り､
　この時間を超えての残業は不可︕ ●特別条項発動は､年間 6 回まで︕

●特別な事情がある場合 → 特別条項
　●年 720 時間以内
　●各月平均 80 時間以内※

　●月 100 時間未満※

　★法定休日労働時間も含めることがポイント︕
　★月 80 時間は､1 日当たり 4 時間程度の残業に相当

※この時間には
法定休日労働時間も含まれます。

施行 :2019 年 4 月 1 日 中小企業は 2020 年 4 月 1 日～

これらはすべて労基法に規定されますので､違反に対しては罰則が科されます。

働き方改革❸

（現在） （改正後）

上限なし

大臣告示による上限
（行政指導）

残業時間
月 45 時間

年 360 時間

法定労働時間
1 日 8 時間
週 40 時間

1 年間＝12 ヶ月 1 年間＝12 ヶ月

月残業 45 時間
＝1 日残業 2 時間程度

残業時間 ( 原則 )
月 45 時間

年 360 時間

法定労働時間
1 日 8 時間
週 40 時間

法律による上限 ( 原則 )

年間 6 ヶ月まで年間 6 ヶ月まで

法律による上限 ( 例外 )
・年 720 時間
・複数月平均 80 時間※
・月 100 時間未満※
※休日労働を含む

法律で残業時間の上限を定め、
これを超える残業は出来なくなります。

法律上は､残業時間の上限が
ありませんでした。( 行政指導のみ )
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